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第 民事司法制度の改革1

７ 裁判所へのアクセスの拡充.

( ) 被害救済の実効化4

イ 少額多数被害への対応

団体訴権の導入、導入する場合の適格団体の決め方等については、法分野

ごとに、個別の実体法において、その法律の目的やその法律が保護しようと

している権利、利益等を考慮して検討されるべきである。

一般に、被害者が多数に及ぶが、各被害者の損害額は少額にとどまる事件

においては、各被害者が個別に訴えを提起することは経済的に採算がとれな

いことが多い。これら少額多数被害について、訴えの提起を容易にする等の

ため、ドイツでは、不正競争防止法、約款法などで、被害者等の利益を保護

することを目的とする団体にその違法行為の差止請求訴訟を提起する国有の

資格を与える団体訴権が認められている。米国では、多数の被害者の損害の

賠償を一括して請求するクラス・アクション制度が設けられている。

我が国における団体訴権の導入、導入する場合の適格団体の決め方等につ

いては、法分野ごとに、個別の実体法において、その法律の目的やその法律

が保護しようとしている権利、利益等を考慮して検討されるべきである。

なお、クラス・アクション制度に関しては、新民事訴訟法において、選定

当事者の制度を拡充し、クラス・アクションに類似する機能を果たしうるよ

うに改めたところであり、選定当事者制度の運用状況を見定めつつ、将来の

課題として引き続き検討すべきである。


